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（ ）（ ）○ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 平成11年９月17日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知 抄
（変更点は下線部）

改 正 前 改 正 後

第一 基準の性格 第一 基準の性格

１ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必 １ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必

要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者 要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者

は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。 は、常にその事業の運営の向上に努めなければならないこと。

２ 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべ ２ 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべ

き基準等を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新 き基準等を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新

は受けられず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかに は受けられず、また、運営開始後、基準に違反することが明らかに

なった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を なった場合には、①相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を

行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧 行い、②相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧

告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由 告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、③正当な理由

が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を

定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるもので 定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるもので

あること。また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った あること。また、③の命令をした場合には事業者名、命令に至った

経緯等を公示しなければならない。なお、③の命令に従わない場合 経緯等を公示しなければならない。なお、③の命令に従わない場合

には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間 には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間

を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正な を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正な

サービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関す サービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関す

る介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし、次に掲げ る介護報酬の請求を停止させること）ができる。ただし、次に掲げ

、 、 、 、る場合には 基準に従った適正な運営ができなくなったものとして る場合には 基準に従った適正な運営ができなくなったものとして

直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停 直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停

止することができるものであること。 止することができるものであること。

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準 ① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準

に違反したとき に違反したとき

イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支 イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支

払を適正に受けなかったとき 払を適正に受けなかったとき

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して

特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、 特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、

金品その他の財産上の利益を供与したとき 金品その他の財産上の利益を供与したとき

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
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保するため、同条第１号から第５号までに掲げる事項を内容と 保するため、同条第１号から第５号までに掲げる事項を内容と

する規程を定めることを指定居宅療養管理指導事業所ごとに義 する規程を定めることを指定居宅療養管理指導事業所ごとに義

務づけたものであること。なお、第４号の「指定居宅療養管理 務づけたものであること。なお、第４号の「指定居宅療養管理

指導の種類」としては、当該事業所により提供される指定居宅 指導の種類」としては、当該事業所により提供される指定居宅

療養管理指導の提供者の職種（医師、歯科医師、薬剤師、歯科 療養管理指導の提供者の職種（医師、歯科医師、薬剤師、歯科

衛生士、管理栄養士、看護職員）ごとの種類を規定するもので 衛生士、管理栄養士、看護職員）ごとの種類を規定するもので

あること。 あること。

⑷ 記録の整備 ⑷ 記録の整備

居宅基準第90条の２第２項の指定居宅療養管理指導の提供に 居宅基準第90条の２第２項の指定居宅療養管理指導の提供に

関する記録には、診療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬 関する記録には、診療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬

剤管理指導計画及び診療記録が含まれるものであること。 剤管理指導計画及び診療記録が含まれるものであること。

⑸ 準用 ⑸ 準用

居宅基準第91条の規定により、居宅基準第８条から第13条ま 居宅基準第91条の規定により、居宅基準第８条から第13条ま

で、第16条、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第3 で、第16条、第18条、第19条、第21条、第26条、第30条から第3

3条まで、第35条から第38条まで、第52条、第64条及び第65条の 3条まで、第35条から第38条まで、第52条、第64条及び第65条の

規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用されるもの 規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用されるもの

であるため、第三の一の３の⑴から⑸まで、⑻、⑼、⑾、⒁及 であるため、第三の一の３の⑴から⑸まで、⑻、⑼、⑾、⒁及

び⒆から まで、第三の二の３の⑷並びに第三の三の３の⑵を び⒆から まで、第三の二の３の⑷並びに第三の三の３の⑵を(26) (26)

参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとす 参照されたい。この場合において、次の点に留意するものとす

る。 る。

「 」 「 、 「 」 「 、① 居宅基準第13条中 心身の状況 とあるのは 心身の状況 ① 居宅基準第13条中 心身の状況 とあるのは 心身の状況

病歴、服薬歴」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあ 病歴、服薬歴」と、第18条中「初回訪問時及び利用者」とあ

るのは「利用者」と読み替えられること。 るのは「利用者」と読み替えられること。

② 準用される居宅基準第30条については、居宅療養管理指導 ② 準用される居宅基準第30条については、居宅療養管理指導

従業者は、その職種によっては、労働者派遣法に規定する派 従業者は、その職種によっては、労働者派遣法に規定する派

遣労働者であってはならないものであること。 遣労働者であってはならないものであること。

六 通所介護 六 通所介護

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

⑴ 従業者の員数（居宅基準第93条） ⑴ 従業者の員数（居宅基準第93条）

① 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指 ① 指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指

定通所介護をいうものであることから、例えば、次のような 定通所介護をいうものであることから、例えば、次のような

場合は、２単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な 場合は、２単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な

従業者を確保する必要がある。 従業者を確保する必要がある。

イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの場所で イ 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた２つの場所で

行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われている 行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われている
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といえない場合 といえない場合

ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供 ロ 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供

する場合また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置 する場合また、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置

づけられた内容の通所介護が一体的に提供されていると認 づけられた内容の通所介護が一体的に提供されていると認

められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に

対して通所介護を行うことも可能である。なお、同時一体 対して通所介護を行うことも可能である。なお、同時一体

的に行われているとは認められない場合は、別単位となる 的に行われているとは認められない場合は、別単位となる

ことに留意すること。 ことに留意すること。

② ７時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サ ② ７時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して延長サ

ービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当 ービスを行う場合にあっては、事業所の実情に応じて、適当

数の従業者を配置するものとする。 数の従業者を配置するものとする。

③ 居宅基準第93条第１項第１号の生活相談員、同項第３号の ③ 居宅基準第93条第１項第１号の生活相談員、同項第３号の

介護職員及び同条第２項の看護職員又は介護職員の人員配置 介護職員及び同条第２項の看護職員又は介護職員の人員配置

については、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務 については、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務

する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という ）を提供 する時間数の合計（以下「勤務延時間数」という ）を提供。 。

時間数で除して得た数が基準において定められた数以上とな 時間数で除して得た数が基準において定められた数以上とな

るよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必 るよう、勤務延時間数を確保するよう定めたものであり、必

要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は 要な勤務延時間数が確保されれば当該職種の従業者の員数は

問わないものである。 問わないものである。

④ 生活相談員については、指定通所介護の単位の数にかかわ ④ 生活相談員については、指定通所介護の単位の数にかかわ

らず、次の計算式のとおり指定通所介護事業所における提供 らず、次の計算式のとおり指定通所介護事業所における提供

時間数に応じた生活相談員の配置が必要になるものである。 時間数に応じた生活相談員の配置が必要になるものである。

ここでいう提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提 ここでいう提供時間数とは、当該事業所におけるサービス提

供開始時刻から終了時刻まで（サービスが提供されていない 供開始時刻から終了時刻まで（サービスが提供されていない

時間帯を除く ）とする。 時間帯を除く ）とする。。 。

（確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式） （確保すべき生活相談員の勤務延時間数の計算式）

提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数 提供日ごとに確保すべき勤務延時間数＝提供時間数

例えば、１単位の指定通所介護を実施している事業所の提 例えば、１単位の指定通所介護を実施している事業所の提

、 、 、 、供時間数を６時間とした場合 生活相談員の勤務延時間数を 供時間数を６時間とした場合 生活相談員の勤務延時間数を

提供時間数である６時間で除して得た数が１以上となるよう 提供時間数である６時間で除して得た数が１以上となるよう

確保すればよいことから、従業者の員数にかかわらず６時間 確保すればよいことから、従業者の員数にかかわらず６時間

の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例えば午前９ の勤務延時間数分の配置が必要となる。また、例えば午前９

時から正午、午後１時から午後６時の２単位の指定通所介護 時から正午、午後１時から午後６時の２単位の指定通所介護

を実施している事業所の場合、当該事業所におけるサービス を実施している事業所の場合、当該事業所におけるサービス

提供時間は午前９時から午後６時（正午から午後１時までを 提供時間は午前９時から午後６時（正午から午後１時までを



- 47 -

除く ）となり、提供時間数は８時間となることから、従業 除く ）となり、提供時間数は８時間となることから、従業。 。

者の員数にかかわらず８時間の勤務延時間数分の配置が必要 者の員数にかかわらず８時間の勤務延時間数分の配置が必要

となる。 となる。

なお、指定通所介護事業所が、利用者の地域での暮らしを

支えるため、医療機関、他の居宅サービス事業者、地域の住

民活動等と連携し、指定通所介護事業所を利用しない日でも

利用者の地域生活を支える地域連携の拠点としての機能を展

、 、開できるように 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には

「 」、サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間

「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用

」、「 、者の家族も含めた相談・援助のための時間 地域の町内会

自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活

支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時

間」など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時

間も含めることができる。

ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適

切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範

囲で認められるものである。

⑤ 居宅基準第93条第１項第３号にいう介護職員（第２項の適 ⑤ 居宅基準第93条第１項第３号にいう介護職員（第２項の適

用を受ける場合の看護職員又は介護職員を含む。以下⑤につ 用を受ける場合の看護職員又は介護職員を含む。以下⑤につ

いて同じ ）については、指定通所介護の単位ごとに、提供 いて同じ ）については、指定通所介護の単位ごとに、提供。 。

時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべき勤 時間数に応じた配置が必要となるものであり、確保すべき勤

務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用者数 務延時間数は、次の計算式のとおり提供時間数及び利用者数

から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、当該単 から算出される。なお、ここでいう提供時間数とは、当該単

位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計 位における平均提供時間数（利用者ごとの提供時間数の合計

を利用者数で除して得た数）とする。 を利用者数で除して得た数）とする。

（確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式） （確保すべき介護職員の勤務延時間数の計算式）

・利用者数15人まで ・利用者数15人まで

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数 単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝平均提供時間数

・利用者数16人以上 ・利用者数16人以上

単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（ 利用者数－15） 単位ごとに確保すべき勤務延時間数＝（ 利用者数－15）（ （

÷５＋１）×平均提供時間数 ÷５＋１）×平均提供時間数

※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用 ※ 平均提供時間数＝利用者ごとの提供時間数の合計÷利用

者数 者数

例えば、利用者数18人、提供時間数を５時間とした場合、 例えば、利用者数18人、提供時間数を５時間とした場合、
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（18－15）÷５＋１＝1.6となり、５時間の勤務時間数を1.6 （18－15）÷５＋１＝1.6となり、５時間の勤務時間数を1.6

名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、 名分確保すればよいことから、従業員の員数にかかわらず、

５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。 ５×1.6＝８時間の勤務延時間数分の人員配置が必要となる。

利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時間数 利用者数と平均提供時間数に応じて確保すべき勤務延時間数

の具体例を別表二に示すものとする。 の具体例を別表二に示すものとする。

なお、介護職員については、指定通所介護の単位ごとに常 なお、介護職員については、指定通所介護の単位ごとに常

時１名以上確保することとされているが、これは、介護職員 時１名以上確保することとされているが、これは、介護職員

が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであ が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものであ

り、例えば、計算式により算出した確保すべき勤務延時間数 り、例えば、計算式により算出した確保すべき勤務延時間数

が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻 が、当該事業所におけるサービス提供開始時刻から終了時刻

までの時間数に満たない場合であっても、常時１名以上が確 までの時間数に満たない場合であっても、常時１名以上が確

保されるよう配置を行う必要があることに留意すること。 保されるよう配置を行う必要があることに留意すること。

また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の また、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は他の

指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる 指定通所介護の単位の介護職員として従事することができる

とされたことから、例えば複数の単位の指定通所介護を同じ とされたことから、例えば複数の単位の指定通所介護を同じ

時間帯に実施している場合、単位ごとに介護職員等が常に１ 時間帯に実施している場合、単位ごとに介護職員等が常に１

名以上確保されている限りにおいては、単位を超えて柔軟な 名以上確保されている限りにおいては、単位を超えて柔軟な

配置が可能である。 配置が可能である。

⑥ 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要は ⑥ 看護職員については、提供時間帯を通じて専従する必要は

ないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事 ないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事

業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。 業所と密接かつ適切な連携を図るものとする。

また、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携によ

り、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の

健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーショ

ンと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切

な連携を図っている場合には、看護職員が確保されているも

のとする。

なお 「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所、

へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体

制などを確保することである。

⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護につ ⑦ 利用者の数又は利用定員は、単位ごとの指定通所介護につ

いての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の いての利用者の数又は利用定員をいうものであり、利用者の

数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上 数は実人員、利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上

限をいうものである。従って、例えば、１日のうちの午前の 限をいうものである。従って、例えば、１日のうちの午前の

提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午 提供時間帯に利用者10人に対して指定通所介護を提供し、午
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後の提供時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提 後の提供時間帯に別の利用者10人に対して指定通所介護を提

供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人 供する場合であって、それぞれの指定通所介護の定員が10人

である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる である場合には、当該事業所の利用定員は10人、必要となる

介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者10人に応じた数 介護職員は午前午後それぞれにおいて利用者10人に応じた数

ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利 ということとなり、人員算定上午前の利用者の数と午後の利

用者の数が合算されるものではない。 用者の数が合算されるものではない。

⑧ 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合 ⑧ 同一事業所で複数の単位の指定通所介護を同時に行う場合

であっても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りる であっても、常勤の従業者は事業所ごとに確保すれば足りる

ものである（居宅基準第93条第７項関係 。 ものである（居宅基準第93条第７項関係 。） ）

⑵ 生活相談員（居宅基準第93条第１項第１号） ⑵ 生活相談員（居宅基準第93条第１項第１号）

生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営

に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第５条第２項に定め に関する基準（平成11年厚生省令第46号）第５条第２項に定め

る生活相談員に準ずるものである。 る生活相談員に準ずるものである。

⑶ 機能訓練指導員（居宅基準第93条第６項） ⑶ 機能訓練指導員（居宅基準第93条第６項）

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を

防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが この 訓 防止するための訓練を行う能力を有する者とされたが この 訓、 「 、 「

練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言 練を行う能力を有する者」とは、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師 語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリ の資格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活やレクリ

エーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業 エーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業

。 。所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない 所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない

⑷ 管理者（居宅基準第94条） ⑷ 管理者（居宅基準第94条）

訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の１の⑶を参

照されたい。 照されたい。

２ 設備に関する基準（居宅基準第95条） ２ 設備に関する基準（居宅基準第95条）

⑴ 事業所 ⑴ 事業所

事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を 事業所とは、指定通所介護を提供するための設備及び備品を

備えた場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所と 備えた場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所と

するが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存 するが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源（既存

施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて 施設）を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて

指定通所介護を提供する場合については、これらを事業所の一 指定通所介護を提供する場合については、これらを事業所の一

部とみなして設備基準を適用するものである。 部とみなして設備基準を適用するものである。

⑵ 食堂及び機能訓練室 ⑵ 食堂及び機能訓練室

① 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定通 ① 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室（以下「指定通

所介護の機能訓練室等」という ）については、３平方メー 所介護の機能訓練室等」という ）については、３平方メー。 。
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、 、トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすることとされたが

指定通所介護が原則として同時に複数の利用者に対し介護を 指定通所介護が原則として同時に複数の利用者に対し介護を

提供するものであることに鑑み、狭隘な部屋を多数設置する 提供するものであることに鑑み、狭隘な部屋を多数設置する

ことにより面積を確保すべきではないものである。ただし、 ことにより面積を確保すべきではないものである。ただし、

指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定 指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定

通所介護の提供が期待される場合はこの限りではない。 通所介護の提供が期待される場合はこの限りではない。

② 指定通所介護の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併 ② 指定通所介護の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併

設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通 設の関係にある医療機関や介護老人保健施設における指定通

所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以 所リハビリテーションを行うためのスペースについては、以

下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であって 下の条件に適合するときは、これらが同一の部屋等であって

も差し支えないものとする。 も差し支えないものとする。

イ 当該部屋等において、指定通所介護の機能訓練室等と指 イ 当該部屋等において、指定通所介護の機能訓練室等と指

定通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に 定通所リハビリテーションを行うためのスペースが明確に

区分されていること。 区分されていること。

ロ 指定通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、 ロ 指定通所介護の機能訓練室等として使用される区分が、

指定通所介護の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビ 指定通所介護の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビ

リテーションを行うためのスペースとして使用される区分 リテーションを行うためのスペースとして使用される区分

、 。 、 。が 指定通所リハビリテーションの設備基準を満たすこと が 指定通所リハビリテーションの設備基準を満たすこと

⑶ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備消火設備その ⑶ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等 他の非常災害に際して必要な設備とは、消防法その他の法令等

に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置し に規定された設備を示しており、それらの設備を確実に設置し

なければならないものである。 なければならないものである。

（新設） ⑷ 指定通所介護事業所の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通

所介護以外のサービスを提供する場合

指定通所介護の提供以外の目的で、指定通所介護事業所の設

備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス（以

下「宿泊サービス」という ）を提供する場合には、当該サー。

ビスの内容を当該サービスの提供開始前に当該指定通所介護事

業者に係る指定を行った都道府県知事、指定都市又は中核市の

市長（以下「指定権者」という ）に届け出る必要があり、当。

、 。該サービスの届出内容については 別紙様式によるものとする

また、指定通所介護事業者は宿泊サービスの届出内容に係る介

護サービス情報を都道府県に報告し、都道府県は情報公表制度

を活用し宿泊サービスの内容を公表することとする。

指定通所介護事業者は届け出た宿泊サービスの内容に変更が
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ある場合は、変更の事由が生じてから10日以内に指定権者に届

け出るよう努めることとする。また、宿泊サービスを休止又は

廃止する場合は、その休止又は廃止の日の１月前までに指定権

者に届け出るよう努めることとする。

３ 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

⑴ 利用料等の受領 ⑴ 利用料等の受領

① 居宅基準第96条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定 ① 居宅基準第96条第１項、第２項及び第５項の規定は、指定

訪問介護に係る第20条第１項、第２項及び第４項の規定と同 訪問介護に係る第20条第１項、第２項及び第４項の規定と同

趣旨であるため、第三の一の３の⑽の①、②及び④を参照さ 趣旨であるため、第三の一の３の⑽の①、②及び④を参照さ

れたい。 れたい。

② 同条第３項は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提 ② 同条第３項は、指定通所介護事業者は、指定通所介護の提

供に関して、 供に関して、

イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に イ 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に

居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護で ロ 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護で

あって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費 あって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費

用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護 用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護

サービス費用基準額を超える費用 サービス費用基準額を超える費用

ハ 食事の提供に要する費用 ハ 食事の提供に要する費用

ニ おむつ代 ニ おむつ代

ホ 前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提 ホ 前各号に掲げるもののほか、通所介護の提供において提

供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる 供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となる

ものに係る費用であって、その利用者に負担させることが ものに係る費用であって、その利用者に負担させることが

適当と認められるもの 適当と認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受け については、前２項の利用料のほかに利用者から支払を受け

ることができることとし、保険給付の対象となっているサー ることができることとし、保険給付の対象となっているサー

ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払 ビスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の支払

を受けることは認めないこととしたものである。なお、ハの を受けることは認めないこととしたものである。なお、ハの

費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係 費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係

る利用料等に関する指針（平成17年厚生労働省告示第419号。 る利用料等に関する指針（平成17年厚生労働省告示第419号。

以下「指針」という ）の定めるところによるものとし、ホ 以下「指針」という ）の定めるところによるものとし、ホ。 。

の費用の具体的な範囲については、別に通知するところによ の費用の具体的な範囲については、別に通知するところによ

るものとする。 るものとする。

⑵ 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 ⑵ 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

、 、指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については
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居宅基準第97条及び第98条の定めるところによるほか、次の点 居宅基準第97条及び第98条の定めるところによるほか、次の点

に留意するものとする。 に留意するものとする。

① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介 ① 指定通所介護は、個々の利用者に応じて作成された通所介

護計画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサ 護計画に基づいて行われるものであるが、グループごとにサ

ービス提供が行われることを妨げるものではないこと。 ービス提供が行われることを妨げるものではないこと。

② 居宅基準第98条第２号で定める「サービスの提供方法等」 ② 居宅基準第98条第２号で定める「サービスの提供方法等」

とは、通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課 とは、通所介護計画の目標及び内容や利用日の行事及び日課

等も含むものであること。 等も含むものであること。

③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグル ③ 認知症の状態にある要介護者で、他の要介護者と同じグル

、 、 、 、ープとして 指定通所介護を提供することが困難な場合には ープとして 指定通所介護を提供することが困難な場合には

必要に応じグループを分けて対応すること。 必要に応じグループを分けて対応すること。

④ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原 ④ 指定通所介護は、事業所内でサービスを提供することが原

則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業 則であるが、次に掲げる条件を満たす場合においては、事業

。 。所の屋外でサービスを提供することができるものであること 所の屋外でサービスを提供することができるものであること

イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。 イ あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること。

ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。 ロ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること。

⑶ 通所介護計画の作成 ⑶ 通所介護計画の作成

① 居宅基準第99条で定める通所介護計画については、介護の ① 居宅基準第99条で定める通所介護計画については、介護の

提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供 提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供

について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを

行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有 行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有

する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わ する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わ

せることが望ましい。 せることが望ましい。

② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同し ② 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同し

て個々の利用者ごとに作成するものである。 て個々の利用者ごとに作成するものである。

③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなけ ③ 通所介護計画は、居宅サービス計画に沿って作成されなけ

ればならないこととしたものである。なお、通所介護計画を ればならないこととしたものである。なお、通所介護計画を

作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介 作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該通所介

護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必 護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必

要に応じて変更するものとする。 要に応じて変更するものとする。

④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれ ④ 通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその置かれ

、 、ている環境を踏まえて作成されなければならないものであり ている環境を踏まえて作成されなければならないものであり

サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するた サービス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障するた

め、指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に め、指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に

当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得な 当たっては、その内容等を説明した上で利用者の同意を得な
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ければならず、また、当該通所介護計画を利用者に交付しな ければならず、また、当該通所介護計画を利用者に交付しな

ければならない。 ければならない。

なお、交付した通所介護計画は、居宅基準第104条の２第２ なお、交付した通所介護計画は、居宅基準第104条の２第２

項の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 項の規定に基づき、２年間保存しなければならない。

⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族 ⑤ 通所介護計画の目標及び内容については、利用者又は家族

に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明 に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明

を行うものとする。 を行うものとする。

（新設） ⑥ 居宅サービス計画に基づきサービスを提供している指定通

、 。所介護事業者については 第三の一の３の⒀の⑥を準用する

この場合において 「訪問介護計画」とあるのは「通所介護、

計画」と読み替える。

⑷ 運営規程 ⑷ 運営規程

居宅基準第100条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利 居宅基準第100条は、指定通所介護の事業の適正な運営及び利

用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、同条 用者に対する適切な指定通所介護の提供を確保するため、同条

第１号から第10号までに掲げる事項を内容とする規程を定める 第１号から第10号までに掲げる事項を内容とする規程を定める

ことを指定通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特 ことを指定通所介護事業所ごとに義務づけたものであるが、特

に次の点に留意するものとする。 に次の点に留意するものとする。

① 営業日及び営業時間（第３号） ① 営業日及び営業時間（第３号）

指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。 指定通所介護の営業日及び営業時間を記載すること。

なお、７時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して なお、７時間以上９時間未満の通所介護の前後に連続して

延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、サービ 延長サービスを行う指定通所介護事業所にあっては、サービ

ス提供時間とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程 ス提供時間とは別に当該延長サービスを行う時間を運営規程

（ ）。 （ ）。に明記すること 居宅基準第117条第３号についても同趣旨 に明記すること 居宅基準第117条第３号についても同趣旨

例えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して１時間、後に 例えば、提供時間帯（９時間）の前に連続して１時間、後に

連続して２時間、合計３時間の延長サービスを行う指定通所 連続して２時間、合計３時間の延長サービスを行う指定通所

介護事業所にあっては、当該指定通所介護事業所の営業時間 介護事業所にあっては、当該指定通所介護事業所の営業時間

は12時間であるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延長 は12時間であるが、運営規程には、提供時間帯９時間、延長

サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載するものとするこ サービスを行う時間３時間とそれぞれ記載するものとするこ

と（居宅基準第117条第３号の「営業日及び営業時間」につい と（居宅基準第117条第３号の「営業日及び営業時間」につい

ても同趣旨 。 ても同趣旨 。） ）

② 指定通所介護の利用定員（第４号） ② 指定通所介護の利用定員（第４号）

利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指 利用定員とは、当該指定通所介護事業所において同時に指

定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限を 定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限を

いうものであること（居宅基準第117条第４号の「指定通所リ いうものであること（居宅基準第117条第４号の「指定通所リ

ハビリテーションの利用定員」についても同趣旨 。 ハビリテーションの利用定員」についても同趣旨 。） ）
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（ ） （ ）③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 第５号 ③ 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 第５号

「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等 「指定通所介護の内容」については、入浴、食事の有無等

のサービスの内容を指すものであること（居宅基準第117条第 のサービスの内容を指すものであること（居宅基準第117条第

５号の「指定通所リハビリテーションの内容」についても同 ５号の「指定通所リハビリテーションの内容」についても同

趣旨 。 趣旨 。） ）

④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号） ④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号）

利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留 利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留

意すべき事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）を指 意すべき事項（機能訓練室を利用する際の注意事項等）を指

すものであること（居宅基準第117条第７号についても同趣 すものであること（居宅基準第117条第７号についても同趣

旨 。 旨 。） ）

⑤ 非常災害対策（第９号） ⑤ 非常災害対策（第９号）

⑹の非常災害に関する具体的計画を指すものであること 居 ⑹の非常災害に関する具体的計画を指すものであること 居（ （

宅基準第117条第８号、第137条第８号、第153条第６号及び第 宅基準第117条第８号、第137条第８号、第153条第６号及び第

189条第８号についても同趣旨 。 189条第８号についても同趣旨 。） ）

⑸ 勤務体制の確保等 ⑸ 勤務体制の確保等

居宅基準第101条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提 居宅基準第101条は、利用者に対する適切な指定通所介護の提

供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したもので 供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したもので

あるが、このほか次の点に留意するものとする。 あるが、このほか次の点に留意するものとする。

① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を ① 指定通所介護事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を

作成し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の 作成し、通所介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の

別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指 別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指

導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。 導員の配置、管理者との兼務関係等を明確にすること。

② 同条第２項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従 ② 同条第２項は、原則として、当該指定通所介護事業所の従

業者たる通所介護従業者によって指定通所介護を提供するべ 業者たる通所介護従業者によって指定通所介護を提供するべ

きであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼ きであるが、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及ぼ

さない業務については、第三者への委託等を行うことを認め さない業務については、第三者への委託等を行うことを認め

るものであること。 るものであること。

⑹ 非常災害対策 ⑹ 非常災害対策

居宅基準第103条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際し 居宅基準第103条は、指定通所介護事業者は、非常災害に際し

て必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の て必要な具体的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の

整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければな 整備、避難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければな

らないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制 らないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制

の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通 の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通

報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃か 報する体制をとるよう従業員に周知徹底するとともに、日頃か

ら消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難 ら消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難
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等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたもの 等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたもの

である。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施 である。なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施

行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む ） 行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む ）。 。

及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この 及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。この

場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消 場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消

防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされている指 防法第８条の規定により防火管理者を置くこととされている指

定通所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。ま 定通所介護事業所にあってはその者に行わせるものとする。ま

た、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定通所 た、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定通所

介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その 介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、その

者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとす 者に消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとす

る。 る。

⑺ 衛生管理等 ⑺ 衛生管理等

居宅基準第104条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛 居宅基準第104条は、指定通所介護事業所の必要最低限の衛

生管理等について規定したものであるが、このほか、次の点に 生管理等について規定したものであるが、このほか、次の点に

留意するものとする。 留意するものとする。

① 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止す ① 指定通所介護事業者は、食中毒及び感染症の発生を防止す

るための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導 るための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導

を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。 を求めるとともに、常に密接な連携を保つこと。

② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、 ② 特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、

レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止 レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止

、 、 、 、するための措置について 別途通知等が発出されているので するための措置について 別途通知等が発出されているので

これに基づき、適切な措置を講じること。 これに基づき、適切な措置を講じること。

③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 ③ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

（新設） ⑻ 事故発生時の対応

居宅基準第104条の２は、利用者が安心して指定通所介護の提

供を受けられるよう、事故発生時の速やかな対応を規定したも

のである。指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介

護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の

家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡を

行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事

故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければ

ならないこととしたものである。

また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら

ないこととしたものである。
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なお、居宅基準第104条の２第２項の規定に基づき、事故の状

況及び事故に際して採った処置についての記録は、２年間保存

しなければならない。

このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した

場合の対応方法については、あらかじめ指定通所介護事業者

が定めておくことが望ましいこと。

② 指定通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに

賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償

資力を有することが望ましいこと。

③ 指定通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を

解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。

なお、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスの提供に

より事故が発生した場合は、以上を踏まえた同様の対応を行う

こととする。

⑻ 準用 ⑼ 準用

居宅基準第105条の規定により、居宅基準第８条から第17条ま 居宅基準第105条の規定により、居宅基準第８条から第17条ま

で、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第38条まで で、第19条、第21条、第26条、第27条、第32条から第36条の２

及び第52条は、指定通所介護の事業について準用されるもので まで、第38条及び第52条は、指定通所介護の事業について準用

、 、 、 、あるため、第三の一の３の⑴から⑺まで、⑼、⑾、⒁、⒂及び されるものであるため 第三の一の３の⑴から⑺まで ⑼ ⑾(2

から 並びに第三の二の３の⑷を参照されたい。 ⒁、⒂、 から 及び 並びに第三の二の３の⑷を参照された1) (26) (21) (24) (26)

い。

４ 基準該当通所介護に関する基準 ４ 基準該当通所介護に関する基準

⑴ 従業者の員数及び管理者（居宅基準第106条及び第107条） ⑴ 従業者の員数及び管理者（居宅基準第106条及び第107条）

常勤の従業者を置く必要がない点及び管理者が常勤である必要 常勤の従業者を置く必要がない点及び管理者が常勤である必要

がない点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第三の がない点を除けば、指定通所介護の基準と同様であり、第三の

六の１を参照されたい。 六の１を参照されたい。

⑵ 設備に関する基準（居宅基準第108条） ⑵ 設備に関する基準（居宅基準第108条）

指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事のためのスペ 指定通所介護の場合と異なり、機能訓練や食事のためのスペ

ースが確保されればよく、そのスペースが「機能訓練室 「食 ースが確保されればよく、そのスペースが「機能訓練室 「食」 」

堂」といえるものである必要はないが、この点を除けば、指定 堂」といえるものである必要はないが、この点を除けば、指定

通所介護の基準と同様であり、第三の六の２を参照されたい。 通所介護の基準と同様であり、第三の六の２を参照されたい。

⑶ 運営に関する基準 ⑶ 運営に関する基準

居宅基準第109条の規定により、居宅基準第８条から第14条ま 居宅基準第109条の規定により、居宅基準第８条から第14条ま

で、第16条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第32 で、第16条、第17条、第19条、第21条、第26条、第27条、第32
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条から第35条まで、第36条（第５項及び第６項を除く 、第37 条から第35条まで、第36条（第５項及び第６項を除く 、第36。） 。）

条、第38条、第52条、第92条及び第７章第４節（第96条第１項 条の２、第38条、第52条、第92条及び第７章第４節（第96条第

及び第105条を除く ）の規定は、基準該当通所介護の事業につ １項及び第105条を除く ）の規定は、基準該当通所介護の事業。 。

いて準用されるものであるため 第三の一の３の⑴から⑸まで について準用されるものであるため、第三の一の３の⑴から⑸、 、

⑺、⑼、⑾、⒁、⒂及び から まで、第三の二の３の⑷並び まで、⑺、⑼、⑾、⒁、⒂、 から 及び まで、第三の二の(21) (26) (21) (24) (26)

に第三の六の３を参照されたいこと。この場合において、準用 ３の⑷並びに第三の六の３を参照されたいこと。この場合にお

される居宅基準第96条第２項の規定は、基準該当通所介護事業 いて、準用される居宅基準第96条第２項の規定は、基準該当通

者が利用者から受領する利用料について、当該サービスが結果 所介護事業者が利用者から受領する利用料について、当該サー

的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、特例居宅介 ビスが結果的に保険給付の対象となる場合もならない場合も、

護サービス費又は特例居宅支援サービス費を算定するための基 特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を算定す

準となる費用の額（100分の90を乗ずる前の額）との間に不合理 るための基準となる費用の額（100分の90又は100分の80を乗ず

な差額が生じることを禁ずることにより、結果的に保険給付の る前の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ずることに

対象となるサービスの利用料と、保険給付の対象とならないサ より、結果的に保険給付の対象となるサービスの利用料と、保

ービスの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転嫁等に 険給付の対象とならないサービスの利用料との間に、一方の管

よる不合理な差額を設けることを禁止する趣旨である。なお、 理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けることを禁

当該事業所による通所介護が複数の市町村において基準該当通 止する趣旨である。なお、当該事業所による通所介護が複数の

所介護と認められる場合には、利用者の住所地によって利用料 市町村において基準該当通所介護と認められる場合には、利用

が異なることは認められないものである。 者の住所地によって利用料が異なることは認められないもので

ある。

５ 指定療養通所介護の事業 ５ 指定療養通所介護の事業

⑴ 指定療養通所介護の基本方針指定療養通所介護の対象者は、 ⑴ 指定療養通所介護の基本方針指定療養通所介護の対象者は、

医療及び介護双方の必要性が高い者であることから、主治の医 医療及び介護双方の必要性が高い者であることから、主治の医

師並びに、現に訪問看護を利用している場合は、当該事業者と 師並びに、現に訪問看護を利用している場合は、当該事業者と

密接な連携を図りつつ実施することを規定したものである。 密接な連携を図りつつ実施することを規定したものである。

⑵ 人員に関する基準 ⑵ 人員に関する基準

① 従業者の員数（居宅基準第105条の４） ① 従業者の員数（居宅基準第105条の４）

イ 指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員 イ 指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員

の員数は、利用者２人の場合は1.3人以上、３人の場合は２ の員数は、利用者２人の場合は1.3人以上、３人の場合は２

人以上、５人の場合は3.3人以上を確保することが必要であ 人以上、５人の場合は3.3人以上を確保することが必要であ

り、このような体制が確保できるよう職員配置することと り、このような体制が確保できるよう職員配置することと

する。なお、小数点以下の端数が生じる場合があるが、こ する。なお、小数点以下の端数が生じる場合があるが、こ

れはサービス提供時間のうち職員が専従するべき時間の割 れはサービス提供時間のうち職員が専従するべき時間の割

合を示したものである。 合を示したものである。

ロ 常勤の看護師は、専ら指定療養通所介護の職務に従事す ロ 常勤の看護師は、専ら指定療養通所介護の職務に従事す

る者を１人以上確保することとされているが、複数の看護 る者を１人以上確保することとされているが、複数の看護
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師が交代で従事することにより必要数を確保することも認 師が交代で従事することにより必要数を確保することも認

められる。ただし、利用者がサービス提供に当たり常時看 められる。ただし、利用者がサービス提供に当たり常時看

護師による観察が必要な状態であることから、同一の看護 護師による観察が必要な状態であることから、同一の看護

師ができるだけ長時間継続して利用者の状態を観察するこ 師ができるだけ長時間継続して利用者の状態を観察するこ

とが望ましく、従事する看護師が頻回に交代する体制は望 とが望ましく、従事する看護師が頻回に交代する体制は望

ましくない。 ましくない。

ハ 療養通所介護計画に位置付けられた内容の指定療養通所 ハ 療養通所介護計画に位置付けられた内容の指定療養通所

介護を行うのに要する標準的な時間が短い利用者（３時間 介護を行うのに要する標準的な時間が短い利用者（３時間

以上６時間未満）と長い利用者（６時間以上８時間未満） 以上６時間未満）と長い利用者（６時間以上８時間未満）

が同一の日に混在する場合、必要な療養通所介護従業者の が同一の日に混在する場合、必要な療養通所介護従業者の

員数は、利用者ごとの利用時間数の合計値を1.5で除して得 員数は、利用者ごとの利用時間数の合計値を1.5で除して得

られる数以上の時間勤務するのに必要と認められる数以上 られる数以上の時間勤務するのに必要と認められる数以上

となる。 となる。

② 管理者（居宅基準第105条の５） ② 管理者（居宅基準第105条の５）

イ 指定療養通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、 イ 指定療養通所介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、

原則として専ら当該指定療養通所介護の管理業務に従事す 原則として専ら当該指定療養通所介護の管理業務に従事す

るものとする。ただし、以下の場合であって、当該指定療 るものとする。ただし、以下の場合であって、当該指定療

養通所介護の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼 養通所介護の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼

ねることができるものとする。 ねることができるものとする。

ａ 当該指定療養通所介護の看護職員としての職務に従事 ａ 当該指定療養通所介護の看護職員としての職務に従事

する場合 する場合

ｂ 訪問看護ステーションなど他の事業所、施設等が同一 ｂ 訪問看護ステーションなど他の事業所、施設等が同一

敷地内にある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従 敷地内にある場合に、当該他の事業所等の管理者又は従

業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業 業者としての職務に従事する場合（この場合の他の事業

所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設さ 所、施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設さ

れる入所施設における看護業務（管理業務を含む ）と れる入所施設における看護業務（管理業務を含む ）と。 。

の兼務は管理者の業務に支障があると考えられる ） の兼務は管理者の業務に支障があると考えられる ）。 。

ロ 指定療養通所介護事業所の管理者は、管理者としてふさ ロ 指定療養通所介護事業所の管理者は、管理者としてふさ

わしいと認められる看護師であって、保健師助産師看護師 わしいと認められる看護師であって、保健師助産師看護師

法（昭和23年法律第203号）第14条第３項の規定により看護 法第14条第３項の規定により看護師の業務の停止を命ぜら

師の業務の停止を命ぜられ、業務停止の期間終了後２年を れ、業務停止の期間終了後２年を経過しないものに該当し

経過しないものに該当しないものである。 ないものである。

ハ 指定療養通所介護事業所の管理者は、訪問看護に従事し ハ 指定療養通所介護事業所の管理者は、訪問看護に従事し

た経験のある者でなければならない。さらに、管理者とし た経験のある者でなければならない。さらに、管理者とし

ての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受 ての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受
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講していることが望ましい。 講していることが望ましい。

⑶ 設備に関する基準 ⑶ 設備に関する基準

① 利用定員等利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上 ① 利用定員等利用定員は、あらかじめ定めた利用者の数の上

限をいうものであり、事業所の実情に応じて８人までの範囲 限をいうものであり、事業所の実情に応じて９人までの範囲

で定めることとするものである。 で定めることとするものである。

② 設備及び備品等 ② 設備及び備品等

、 、イ 指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋とは イ 指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の部屋とは

利用者の状態を勘案して判断されるものであるが、利用者 利用者の状態を勘案して判断されるものであるが、利用者

毎の部屋の設置を求めるものではない。 毎の部屋の設置を求めるものではない。

ロ 専用の部屋の面積は、利用者１人につき6.4平方メートル ロ 専用の部屋の面積は、利用者１人につき6.4平方メートル

以上であって、明確に区分され、他の部屋等から完全に遮 以上であって、明確に区分され、他の部屋等から完全に遮

蔽されていること。 蔽されていること。

ハ 指定療養通所介護を行う設備は専用でなければならない ハ 指定療養通所介護を行う設備は専用でなければならない

が、当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りで が、当該サービスの提供に支障がない場合は、この限りで

はない。例えば、利用者以外の者（重症心身障害児等）を はない。例えば、利用者以外の者（重症心身障害児等）を

サービス提供に支障のない範囲で受け入れることが可能で サービス提供に支障のない範囲で受け入れることが可能で

ある。ただしこの場合、利用者以外の者も利用者とみなし ある。ただしこの場合、利用者以外の者も利用者とみなし

て人員及び設備の基準を満たさなければならない。具体的 て人員及び設備の基準を満たさなければならない。具体的

には、利用者６人、利用者以外の者２人であれば、療養通 には、利用者７人、利用者以外の者２人であれば、療養通

所介護従業者の員数は、提供時間帯を通じて5.3人を確保す 所介護従業者の員数は、提供時間帯を通じて６人を確保す

るために必要な数とするとともに、利用者の数はすでに８ るために必要な数とするとともに、利用者の数はすでに９

人とみなされていることから、これを上限としなければな 人とみなされていることから、これを上限としなければな

らない。 らない。

ニ 療養通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定（新設）

療養通所介護以外のサービスを提供する場合の取扱いにつ

いては、通所介護と同様であるので、第三の六の２の(4)を

参照されたい。

⑷ 運営に関する基準 ⑷ 運営に関する基準

① 内容及び手続の説明及び同意 ① 内容及び手続の説明及び同意

指定療養通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定療養 指定療養通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定療養

通所介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじ 通所介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじ

め、利用申込者又はその家族に対し、当該指定療養通所介護 め、利用申込者又はその家族に対し、当該指定療養通所介護

事業所の運営規程の概要、従業者等の勤務体制、緊急時対応 事業所の運営規程の概要、従業者等の勤務体制、緊急時対応

医療機関との連絡体制、苦情処理の体制等の利用申込者がサ 医療機関との連絡体制、苦情処理の体制等の利用申込者がサ

ービスを選択するために必要な重要事項について、わかりや ービスを選択するために必要な重要事項について、わかりや
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すい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説 すい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説

明を行い、当該事業所から指定療養通所介護の提供を受ける 明を行い、当該事業所から指定療養通所介護の提供を受ける

。 。ことにつき同意を得なければならないこととしたものである ことにつき同意を得なければならないこととしたものである

なお、当該同意については、利用者及び指定療養通所介護事 なお、当該同意については、利用者及び指定療養通所介護事

業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま 業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ま

しいものである。 しいものである。

② 居宅介護支援事業者等との連携 ② 居宅介護支援事業者等との連携

指定療養通所介護は、サービス提供に当たって常時看護師 指定療養通所介護は、サービス提供に当たって常時看護師

による観察を要する利用者を対象としていることから、当該 による観察を要する利用者を対象としていることから、当該

利用者が引き続き当該指定療養通所介護を利用することが適 利用者が引き続き当該指定療養通所介護を利用することが適

切かどうか、主治の医師を含めたサービス担当者会議におい 切かどうか、主治の医師を含めたサービス担当者会議におい

て、適宜検討することが重要であり、そのため、当該事業者 て、適宜検討することが重要であり、そのため、当該事業者

は、サービス提供等を通して得た利用者の心身の状態等必要 は、サービス提供等を通して得た利用者の心身の状態等必要

な情報を当該利用者に係る居宅介護支援事業者に提供するよ な情報を当該利用者に係る居宅介護支援事業者に提供するよ

う努めなければならないことを定めたものである。 う努めなければならないことを定めたものである。

③ 指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 ③ 指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針

指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針につ 指定療養通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針につ

いては、居宅基準第97条及び第105条の11に定めるところによ いては、居宅基準第97条及び第105条の11に定めるところによ

るほか、次の点に留意するものとする。 るほか、次の点に留意するものとする。

イ 居宅基準第105条の11第２号で定める「サービスの提供方 イ 居宅基準第105条の11第２号で定める「サービスの提供方

法等」とは、療養通所介護計画の目標及び内容や利用日の 法等」とは、療養通所介護計画の目標及び内容や利用日の

行事及び日課等も含むものであること。 行事及び日課等も含むものであること。

ロ 利用者の体調の変化等を指定療養通所介護におけるサー ロ 利用者の体調の変化等を指定療養通所介護におけるサー

ビス内容に反映させることが重要であることから、利用者 ビス内容に反映させることが重要であることから、利用者

の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等と の主治の医師や当該利用者の利用する訪問看護事業者等と

の密接な連携と情報の共有を十分に図ること。 の密接な連携と情報の共有を十分に図ること。

ハ 指定療養通所介護は、事業所内でサービスを提供するこ ハ 指定療養通所介護は、事業所内でサービスを提供するこ

とが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合において とが原則であるが、次に掲げる条件を満たす場合において

は、事業所の屋外でサービスを提供することができるもの は、事業所の屋外でサービスを提供することができるもの

であること。 であること。

ａ あらかじめ療養通所介護計画に位置付けられているこ ａ あらかじめ療養通所介護計画に位置付けられているこ

と と

ｂ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること ｂ 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

④ 療養通所介護計画の作成 ④ 療養通所介護計画の作成

イ 居宅基準第105条の12で定める療養通所介護計画について イ 居宅基準第105条の12で定める療養通所介護計画について
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は、管理者を含む看護師が利用者ごとにその作成にあたる は、管理者を含む看護師が利用者ごとにその作成にあたる

こととしたものである。 こととしたものである。

ロ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画が作成されてい ロ 療養通所介護計画は、既に訪問看護計画が作成されてい

る場合は、その内容と整合を図りつつ、作成されなければ る場合は、その内容と整合を図りつつ、作成されなければ

ならないこととしたものである。なお、療養通所介護計画 ならないこととしたものである。なお、療養通所介護計画

を作成後に訪問看護計画が作成された場合についても、当 を作成後に訪問看護計画が作成された場合についても、当

該療養通所介護計画と訪問看護計画の内容の整合を図り、 該療養通所介護計画と訪問看護計画の内容の整合を図り、

必要に応じて変更するものとする。 必要に応じて変更するものとする。

ハ 療養通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその ハ 療養通所介護計画は利用者の心身の状況、希望及びその

置かれている環境を踏まえて作成されなければならないも 置かれている環境を踏まえて作成されなければならないも

のであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会 のであり、サービス内容等への利用者の意向の反映の機会

を保障するため、指定療養通所介護事業所の管理者は、療 を保障するため、指定療養通所介護事業所の管理者は、療

養通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明し 養通所介護計画の作成に当たっては、その内容等を説明し

た上で利用者の同意を得なければならず、また、当該療養 た上で利用者の同意を得なければならず、また、当該療養

通所介護計画を利用者に交付しなければならない。なお、 通所介護計画を利用者に交付しなければならない。なお、

交付した療養通所介護計画は、居宅基準第105条の18第２項 交付した療養通所介護計画は、居宅基準第105条の18第２項

の規定に基づき、２年間保存しなければならない。 の規定に基づき、２年間保存しなければならない。

ニ 療養通所介護計画の目標及び内容については、利用者又 ニ 療養通所介護計画の目標及び内容については、利用者又

は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価につい は家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価につい

ても説明を行うものとする。 ても説明を行うものとする。

（新設） ホ 居宅サービス計画計画に基づきサービスを提供している

指定療養通所介護事業者については、第三の一の３の⒀の

⑥を準用する。この場合において 「訪問介護計画」とあ、

るのは「療養通所介護計画」と読み替える。

⑤ 緊急時の対応について ⑤ 緊急時の対応について

緊急時の対応については、利用者個々の心身の状況やその 緊急時の対応については、利用者個々の心身の状況やその

環境等を勘案して、あらかじめ個別に具体的な対応策を主治 環境等を勘案して、あらかじめ個別に具体的な対応策を主治

医とともに検討し、不測の事態にあっても十分な対応ができ 医とともに検討し、不測の事態にあっても十分な対応ができ

るよう、利用者毎に定めておかなければならない。 るよう、利用者毎に定めておかなければならない。

⑥ 安全・サービス提供管理委員会 ⑥ 安全・サービス提供管理委員会

指定療養通所介護は、医療との密接な連携のもとにサービ 指定療養通所介護は、医療との密接な連携のもとにサービ

ス提供が行われることが重要であることから、安全・サービ ス提供が行われることが重要であることから、安全・サービ

ス提供管理委員会において地域の医療関係団体（地域の医師 ス提供管理委員会において地域の医療関係団体（地域の医師

会等）に属する者を委員とすることとしている。このほか、 会等）に属する者を委員とすることとしている。このほか、

地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者、必要に応 地域の保健、医療又は福祉の分野を専門とする者、必要に応
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じ、指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確 じ、指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確

保するために必要と認められる者によって構成されるもので 保するために必要と認められる者によって構成されるもので

ある。 ある。

⑦ 利用料等の受領 ⑦ 利用料等の受領

イ 利用料等の受領については、居宅基準第96条（第３項第 イ 利用料等の受領については、居宅基準第96条（第３項第

２号を除く ）を準用しているため、第三の六の３の⑴（② ２号を除く ）を準用しているため、第三の六の３の⑴（②。 。

ロを除く ）を参照されたい。 ロを除く ）を参照されたい。。 。

ロ 指定療養通所介護に通常要する時間を超える指定療養通 ロ 指定療養通所介護に通常要する時間を超える指定療養通

所介護の提供に伴い必要となる費用のうち通常の指定療養 所介護の提供に伴い必要となる費用のうち通常の指定療養

通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用 通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

については、指定療養通所介護の利用対象者の状態を勘案 については、指定療養通所介護の利用対象者の状態を勘案

すると８時間以上のサービスを提供することは想定しにく すると８時間以上のサービスを提供することは想定しにく

いことから、利用者からの支払を受けることができるもの いことから、利用者からの支払を受けることができるもの

としては認められない。 としては認められない。

七 通所リハビリテーション 七 通所リハビリテーション

１ 人員に関する基準 １ 人員に関する基準

⑴ 指定通所リハビリテーション事業所 居宅基準第111条第１項 ⑴ 指定通所リハビリテーション事業所（居宅基準第111条第項）（ ）

① 医師（第１号） ① 医師（第１号）

専任の常勤医師が１人以上勤務していること。 専任の常勤医師が１人以上勤務していること。

なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施 なお、指定通所リハビリテーションを行う介護老人保健施

設であって、病院又は診療所（医師について介護老人保健施 設であって、病院又は診療所（医師について介護老人保健施

設の人員基準を満たす余力がある場合に限る ）と併設され 設の人員基準を満たす余力がある場合に限る ）と併設され。 。

ているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との ているものについては、当該病院又は診療所の常勤医師との

兼務で差し支えないものであること。 兼務で差し支えないものであること。

② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、 ② 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、

准看護師若しくは介護職員（以下「従事者」という （第２ 准看護師若しくは介護職員（以下「従事者」という （第２。） 。）

号） 号）

イ 指定通所リハビリテーションの単位とは、同時に、一体 イ 指定通所リハビリテーションの単位とは、同時に、一体

的に提供される指定通所リハビリテーションをいうもので 的に提供される指定通所リハビリテーションをいうもので

あることから、例えば、次のような場合は、２単位として あることから、例えば、次のような場合は、２単位として

扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必 扱われ、それぞれの単位ごとに必要な従業者を確保する必

要がある。 要がある。

ａ 指定通所リハビリテーションが同時に一定の距離を置 ａ 指定通所リハビリテーションが同時に一定の距離を置

いた２つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一 いた２つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一

体的に行われているといえない場合 体的に行われているといえない場合



（別紙様式） 
 

指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する        届出書 

 

 

平成  年  月  日 

 

各指定権者 殿 
 

法人所在地 

名   称 

代表者氏名            印 
 

基
本
情
報 

事
業
所
情
報 

フリガナ  
事業所

番号 
 

名称  

フリガナ  
連絡先 

－      － 
（緊急時） 

－      － 代表者氏名  

所在地 
（〒   －   ） 

宿泊サービスの開始･廃止･休止予定年月日 

（既に開始している場合はその年月日） 
平成     年     月     日 

宿
泊
サ
ー
ビ
ス 

利用定員 人 提供日 
月 火 水 木 金 土 日 

       

提供時間 

:   

～ 

:   

その他年

間の休日 
 

１泊当たりの

利用料金 

宿泊 夕食 朝食 

円 円 円 

人
員
関
係 

人
員 

宿泊サービスの提

供時間帯を通じて

配置する職員数 
人 

時間帯での

増員（※２） 
夕食介助 :  ～  : 人 

朝食介助 :  ～  : 人 
配置する職員の

保有資格等 
看護職員 ・ 介護福祉士 ・ 左記以外の介護職員 ・ その他有資格者（        ） 

設
備
関
係 

宿
泊
室 

個 室 

合 計 床面積（※３） 

(   室) 
(    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) 

(    ㎡) (    ㎡) (    ㎡) (    ㎡)  

個室以外 

合 計 
場 所 
（※４） 

利用定員 
床面積 
（※３） 

プライバシー確保の方法 
（※５） 

(   室） 

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

(     ) (    人) (    ㎡)  

消
防
設
備 

消火器 有 ・ 無 スプリンクラー設備 有 ・ 無 

自動火災報知

設備 
有 ・ 無 

消防機関へ通報する火災

報知設備 
有 ・ 無 

※１ 事業開始前に届け出ること。なお、変更の場合は変更箇所のみ記載すること。 

※２ 時間帯での増員を行っていない場合は記載は不要。 

※３ 小数点第二位まで（小数点第三位以下を切り捨て）記載すること。 

※４ 指定通所介護事業所の設備としての用途を記載すること。（機能訓練室、静養室等） 

※５ プライバシーを確保する方法を記載すること。（衝立、家具、パーテーション等） 

開始 
変更 

休止・廃止
※１ 




